
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模一般住宅が多い閑
静な既成住宅地域

鞍手2.8 ㎞

特にない ５ｍ町道 鞍手駅　南西方2.8 ㎞

鞍手町の人口減少は続いている。高齢化率は福岡県平均より大きい。
同町内の地域経済は弱く宅地需要は全体的は弱含みで推移している。

地域要因に変動はないが、低金利を背景に選好性が高い住宅地の地価
は下げ止まり傾向にある。

特になし。

当該地域は、中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした既存の住宅地域である。当町の人口は、減少が続いてい
るが、好調な戸建住宅市場を背景に同町内における選好性が高い住宅地の地価は安定的に推移と予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

当該地域は、区画整然とした旧来からの低層の戸建て住宅地域である。同地域内においては、賃貸市場は形成されてお
らず、賃料収入の獲得を目的とした共同住宅は皆無であることから、収益還元法は適用しなかった。市場性を反映した
比準価格は鞍手町内の既存住宅地域に存する規範性が高い複数の取引事例から試算した価格であり妥当性は高い。以上
のことから比準価格を重視し、指定基準地との均衡に留意しつつ、鑑定評価額を上記の通りに決定した。

同一需給圏は、鞍手郡鞍手町・小竹町及び隣接する宮若市内の区画整然とした既存住宅地域である。中心となる需要者
は、鞍手町及び周辺の市町に勤務する者及び、当町に比較的強い地縁的選好性を有する者である。福岡都市圏の好調な
不動産市場及び低金利を背景に、同町内の選好性が高い住宅地域における地価は下げ止まりの感がある。取引の中心と
なる価格帯は、規模・取引事情等が異なることから見出せない状況である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

鞍手(県) － 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 元

令和 元 7 1

令和 元 8 5

鞍手(県)　 － 1 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 山下　耕一

株式会社アセットプランニング

令和 元 6 30

令和 元 7 10

（その他）

鞍手郡鞍手町大字中山字唐ケ崎３５１８番２５ 274

1.5：1 Ｗ 1

西5 m

町道

水道、

下水

（都） １住居
(60,200)

100 80 70 60 戸建住宅地

14 20 280 長方形

（都） １住居
(60,200)

戸建住宅地 ない

17,400

／

／

／

平成31

1.1

4,770,000 17,400

□ □

宮若(県) 4

14,800

99.3

100.0 84.4

100.0
17,400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.0

-13.0

0.0

0.0

□ □

□ □

■
17,400

0.0



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手３１Ｋ

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

更地

更地

建付
地

更地

底地

ほぼ正
方形

ほぼ台
形

ほぼ長
方形

長方形

不整形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2鞍手(県) － 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

17,400

1154

東8 m町道
南5 m

角地

（都）２低専
(60,100)

0.00

0.0 0.0 0.0

+3.0 0.0 0.0

17,576 100.0

100.0

／  103.0 17,064 98.0 17,412 17,400

+1.0 0.0 -3.0

0.0 0.0

100.0

17,400

1153

西4 m町道 （都）１住居
(60,160)

0.00

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

18,283 100.0

100.0

／  100.0 18,283 106.1 17,232 17,200

0.0 +1.0 +5.0

0.0 0.0

100.0

17,400

405

東4 m町道
南6 m

角地

（都）近商
(90,200)

-0.05

0.0 0.0 0.0

+3.0 0.0 0.0

14,923 100.0

99.5

100.0 103.0 14,416 84.4 17,081 17,100

-6.0 +1.0 -12.0

+1.0 0.0

100.0

17,400

354

南西6 m町道
北西6 m

角地

（都）
(70,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

+2.0 0.0 0.0

18,099 100.0

99.5

／  102.0 17,655 102.0 17,309 17,300

0.0 -1.0 +3.0

0.0 0.0

100.0

17,400

353

北西10 m県道 （都）
(60,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

-5.0 0.0 0.0

14,831

100.0

99.1

／  95.0 15,471 87.1 17,762 17,800

+2.0 -3.0 -12.0

0.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

近隣地域は戸建住宅を中心とした住宅地域であり、戸建住宅の賃貸市場が形成されておらず、賃貸事例等の収集
も困難であるため、収益還元法の適用ができなかった。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3鞍手(県) － 1

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地であり、再調達原価の把握ができないため。

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅を中心に農家住
宅や併用住宅も散見され
る住宅地域

筑前植木4.6 ㎞

特にない ４．５ｍ町道 筑前植木駅　西方4.6 
㎞

鞍手町の人口減少は続いている。高齢化率は福岡県平均より大きい。
同町内の地域経済は弱く宅地需要は全体的は弱含みで推移している。

当該地域は農家住宅的な色彩が強い旧来からの住宅地域で、当該地域
の選好性は弱く、地価も僅かながら下落向が続いている。

特になし。

当該地域は、一般住宅を中心に農家住宅も散見される既存の住宅地域である。同町内の住宅地として、選好性は
低い。地域要因に大きな変化はなく、地価も弱含みで推移すると予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

当該地域は、戸建住宅・農家住宅等を中心とした旧来からの住宅地域である。同地域内においては、賃貸市場は形成さ
れていない。賃料収入の獲得を目的とした投資用の共同住宅はないことから、収益還元法は適用しなかった。市場性を
反映した比準価格は、同一需給圏を広く捉え鞍手町及び小竹町に存する規範性が高い複数の取引事例から試算した価格
であり妥当性は高い。以上のことから、比準価格を重視し、鑑定評価額を上記の通りに決定した。

同一需給圏は、鞍手町・小竹町及び隣接する宮若市内の農家住宅的な色彩が強い住宅地域である。主な需要者は、鞍手
町及び周辺の市町に勤務する者及び、当町に強い地縁的選好性を有する者である。低金利を背景に同町内の選好性が高
い住宅地域における地価は下げ止まり傾向にあるが、旧来からの農家住宅的な色彩が強い住宅地域の需要は未だ弱い。
取引の中心となる価格帯は、規模・取引事情等が異なることから見出せない状況である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

鞍手(県) － 2

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 元

令和 元 7 1

令和 元 8 5

鞍手(県)　 － 2 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 山下　耕一

株式会社アセットプランニング

令和 元 6 30

令和 元 7 10

（その他）

鞍手郡鞍手町大字新北字田崎１０７８番１ほか１筆 581

1：2.5 Ｗ 2

南4.5 m

町道

水道

（都） 
(60,200)

40 30 30 20 戸建住宅地

15 30 450 長方形

（都） 
(60,200)

戸建住宅地 ない

12,000

／

／

／

平成31

1.1

6,970,000 12,000

□ □

□ □

□ □

■
12,100

-0.8



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

小竹３１Ｋ

鞍手３１Ｋ

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手郡小竹町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

建付
地

更地

底地

更地

更地

ほぼ正
方形

不整形

ほぼ台
形

ほぼ台
形

台形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2鞍手(県) － 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

12,000

1103

北東4 m町道 （都）
(70,200)

-0.06

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

9,347 100.0

99.5

100.0 100.0 9,300 78.8 11,802 11,800

0.0 +1.0 -22.0

0.0 0.0

100.0

12,000

1106

北西8 m県道 （都）
(60,200)

-0.05

0.0 0.0 0.0

-10.0 0.0 0.0

11,364 100.0

99.5

／  90.0 12,564 104.0 12,081 12,100

+4.0 0.0 0.0

0.0 0.0

100.0

12,000

355

北9 m町道 （都）
(60,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

15,510

100.0

99.1

／  100.0 15,370 126.0 12,198 12,200

+4.0 +1.0 +20.0

0.0 0.0

100.0

12,000

1157

南東8 m町道 （都）
(60,200)

-0.06

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

15,049 100.0

99.7

／  100.0 15,004 123.6 12,139 12,100

+4.0 -1.0 +20.0

0.0 0.0

100.0

12,000

351

西6 m町道
南5 m

角地

（都）
(70,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

-38.8 0.0 0.0

8,130 100.0

99.1

／  61.2 13,165 111.1 11,850 11,900

+1.0 0.0 +10.0

0.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

近隣地域は戸建住宅を中心とした住宅地域であり、戸建住宅の賃貸市場が形成されておらず、賃貸事例等の収集
も困難であるため、収益還元法の適用ができなかった。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3鞍手(県) － 2

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地であり、再調達原価の把握ができないため。

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 中規模一般住宅が建ち並
ぶ閑静な住宅地域

鞍手2.4 ㎞

特になし ５ｍ町道 鞍手駅北西方2.4 ㎞

鞍手町は人口・世帯数とも微減傾向、土地取引件数は年間１３０～１
６０件程度。なお、町庁舎移転計画が進行中。

鞍手町内でも快適性優れ、比較的良好な住宅団地。新たな分譲も見ら
られるが、団地内では売り物件が散見。

変動要因は特にない。

区画整然とした中規模住宅地域である。今後も現状を維持するものと考えるが、鞍手町内での快適性優る住宅地
区では近年高値取引も散見されることから、地価は横這い傾向で推移していくものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域はアパート等の収益物件はなく、転勤等の事情により賃貸されるケースが散見される程度。自用目的の取引が
支配的であり、本件では比準価格を標準とし、基準地が継続地点であること及び近隣地域及び周辺の中小分譲地の成約
価格・売り物件の件数並びに住宅地としての利便性・快適性への嗜好の程度等をも考慮して、鑑定評価額を上記のとお
り決定した。

同一需給圏は、鞍手町を含む直鞍地区及び宮若市・中間市・遠賀町等の圏域。需要者の中心は、同一需給圏に地縁的選
好性を有する居住者が主体であり、同一需給圏外からの転入者はあまり多くはない。全般的に不動産市況は回復傾向に
あるものの、地方では一転して開発や取引等は減少傾向、利便性・快適等劣る既成住宅地の需要は少なく、市況は依然
低迷している。土地は５００～６００万円程度が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

鞍手(県) － 3

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 元

令和 元 7 1

令和 元 8 6

鞍手(県)　 － 3 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 中園　二郎

中園不動産鑑定事務所

令和 元 6 28

令和 元 7 9

（その他）

鞍手郡鞍手町弥生３丁目６２番 275

1：1 ＬＳ 2

北西5 m

町道

水道、

ガス、

下水

（都） １低専
(50,80)

40 80 60 120 戸建住宅地

16 16 260 正方形

（都） １低専

標準的使用と同じ ない

19,700

／

／

／

平成31

1.1

5,420,000 19,700

□ □■

21,300

鞍手 1

100.0

100.0 108.1

100.0
19,700

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

+1.0

+6.0

0.0

+1.0

0.0

□ □

□ □

■
19,700

0.0



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手３１Ｋ

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

更地

更地

更地

建付
地

長方形

ほぼ正
方形

ほぼ長
方形

長方形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

宅地-2鞍手(県) － 3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

19,700

354

南西6 m町道
北西6 m

角地

（都）
(70,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

+2.0 0.0 0.0

18,099 100.0

99.5

／  102.0 17,655 91.0 19,401 19,400

+1.0 -1.0 -9.0

0.0 0.0

100.0

19,700

1154

東8 m町道
南5 m

角地

（都）２低専
(60,100)

0.00

0.0 0.0 0.0

+3.0 0.0 0.0

17,576 100.0

100.0

／  103.0 17,064 87.7 19,457 19,500

+2.0 0.0 -14.0

0.0 0.0

100.0

19,700

1155

南東5 m町道
南西6 m

角地

（都）１住居
(60,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

+3.0 0.0 0.0

24,498 100.0

100.0

／  103.0 23,784 115.5 20,592 20,600

0.0 +5.0 +10.0

0.0 0.0

100.0

19,700

406

南東6.3 m私道 （都）商業
(80,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

25,105 100.0

100.0

100.0 100.0 25,105 124.3 20,197 20,200

+1.0 +7.0 +15.0

0.0 0.0

100.0

19,700



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

基準地が存する近隣地域は、戸建住宅が建ち並ぶ既成住宅地域であり、転勤等による賃貸物件は皆無ではないが
、賃貸目的での住宅建設はほとんどなく、賃貸市場が未成熟である。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3鞍手(県) － 3

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地のため

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

住宅 一般住宅、農家住宅に小
規模店舗も見られる既成
住宅地域

筑前垣生3.1 ㎞

特になし ４．５ｍ町道 筑前垣生駅南西方3.1 
㎞

鞍手町は人口・世帯数とも微減傾向、土地取引件数は年間１３０～１
６０件程度。なお、町庁舎移転計画が進行中。

一般住宅・農家住宅の混在地区であることから、選好性弱く需要は依
然低迷している。

変動要因は特にない。

当該地域は、既成住宅のほか店舗併用住宅等も見られる住宅地区であり、今後も現状を維持するものと考えるが
、地方の既成住宅地需要は依然低迷していることから、地価は当面下落傾向で推移していくものと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

近隣地域はアパート等の収益物件は皆無で、賃貸市場は未成熟と思われる。自用目的の取引が支配的であり、本件では
比準価格を標準とし、かつ、基準地が継続地点であること及び郊外住宅地の需給動向や地縁的選好性、さらには利便性
・快適性の程度等をも考慮して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、鞍手町を含む直鞍地区及び宮若市・中間市・遠賀町等の圏域。需要者の中心は、同一需給圏に地縁的選
好性を有する居住者が主体であり、同一需給圏外からの転入者はあまり多くはない。全般的に不動産市況は回復傾向に
あるものの、地方では一転して開発や取引等は減少傾向、利便性・快適等劣る既成住宅地の需要は少なく、市況は依然
低迷している。土地は５００～６００万円程度が需要の中心である。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

鞍手(県) － 4

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 元

令和 元 7 1

令和 元 8 6

鞍手(県)　 － 4 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 中園　二郎

中園不動産鑑定事務所

令和 元 6 28

令和 元 7 9

（その他）

鞍手郡鞍手町大字木月字柏田１２０４番１ほか３筆 307

台形

1.2：1 Ｗ 2

南西4.5 m

町道

水道、

下水

（都） 
(60,200)

50 30 100 50 低層住宅地

12 20 240 ほぼ長方形

（都） 

標準的使用と同じ ない

14,100

／

／

／

平成31

1.1

4,330,000 14,100

□ □

□ □

□ □

■
14,200

-0.7



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手３１Ｋ

鞍手１Ｃ

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

更地

更地

更地

更地

台形

台形

不整形

ほぼ台
形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

宅地-2鞍手(県) － 4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

14,100

351

西6 m町道
南5 m

角地

（都）
(70,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

-38.8 0.0 0.0

8,130 100.0

99.1

／  61.2 13,165 96.9 13,586 13,600

+2.0 -1.0 -4.0

0.0 0.0

100.0

14,100

352

西3.5 m町道 （都）
(60,200)

-0.11

0.0 0.0 0.0

-2.0 0.0 0.0

8,509 100.0

99.1

／  98.0 8,605 62.1 13,857 13,900

-4.0 -2.0 -34.0

0.0 0.0

100.0

14,100

1106

北西8 m県道 （都）
(60,200)

-0.05

0.0 0.0 0.0

-10.0 0.0 0.0

11,364 100.0

99.5

／  90.0 12,564 92.8 13,539 13,500

+3.0 -1.0 -9.0

0.0 0.0

100.0

14,100

1157

南東8 m町道 （都）
(60,200)

-0.06

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

15,049 100.0

99.7

／  100.0 15,004 96.9 15,484 15,500

+3.0 -2.0 -4.0

0.0 0.0

100.0

14,100



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

対象基準地を含む近隣地域は、戸建住宅が多い地域であり、賃貸住宅は殆ど見られない。少ない資料を基に対象
基準地に賃貸用建物を想定して試算してみても、土地に帰属する純収益の段階で試算値がマイナスとなり、収益
還元法の適用は困難である。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3鞍手(県) － 4

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地のため

□□□ ■



別記様式第６ 鑑鑑鑑鑑定定定定評評評評価価価価書書書書（（（（ 年年年年地地地地価価価価調調調調査査査査））））

２２２２　　　　鑑鑑鑑鑑定定定定評評評評価価価価額額額額のののの決決決決定定定定のののの理理理理由由由由のののの要要要要旨旨旨旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

店舗兼住宅 低層店舗、店舗併用住宅
等が混在する既成商業地
域

鞍手1.9 ㎞

特にない ６．５ｍ町道 鞍手駅　南西方1.9 ㎞

鞍手町の人口減少は続いている。高齢化率は福岡県平均より大きい。
同町内の地域経済は弱く宅地需要は全体的は弱含みで推移している。

当該地域の繁華性に変化はない。背後の住宅地の比較的堅調な需要を
背景に当該地域の地価も下げ止まり傾向にある。

特になし。

当該地域は、周辺居住者を対象にした小規模店舗・住宅等が混在する近隣商業地域である。同町内の商業地に対
する需要は比較的弱く、背後の住宅地との格差も小さくなり、地価の下落傾向は続くと予測する。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１１１１    基基基基本本本本的的的的事事事事項項項項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

当該地域は、周辺の居住者を対象にした商圏が比較的小さい小売店舗及び賃貸住宅等が混在する近隣商業地域である。
同地域において、賃貸物件は散見されるものの、賃貸市場の成熟度は著しく低いことから、収益還元法の適用は断念し
た。比準価格は、鞍手町及び隣接する宮若市・遠賀郡に存する規範性が高い取引事例から試算した価格であり、妥当性
は高い。以上のことから比準価格を重視し、鑑定評価額を上記の通りに決定した。

同一需給圏は、鞍手郡及び隣接する市町内の近隣商業地域である。主な需要者は、同町に強い地縁的選好性を有する個
人・法人等である。近年は、交通利便性が高く、大規模な駐車場を完備し、品揃え豊富な大型ショッピンセンターに顧
客を奪われている。更に、キ－店舗の撤退により、商的な繁華性は衰退しており、背後の住宅地との価格差が無くなり
つつある。取引の中心となる価格帯は、規模・取引事情等が異なることから見出せない状況である。

①－１対象基準地の検討

継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

鞍手(県) －5 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 元

令和 元 7 1

令和 元 8 5

鞍手(県)　5 － 1 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 山下　耕一

株式会社アセットプランニング

令和 元 6 30

令和 元 7 10

（その他）

鞍手郡鞍手町大字中山字崎２３３４番２２ほか１筆 527

不整形

1：1.5 Ｓ 2

北6.5 m

町道、

北東側道

水道、

下水

（都） 近商
(80,200)
準防

(90,200)

70 50 50 50 低層店舗併用住宅地

20 25 500 ほぼ長方形

（都） 近商
(90,200)

低層店舗併用住宅地 準角地 +2.0
形状 -2.0

21,300

／

／

／

平成31

1.1

11,200,000 21,300

□ □

□ □

□ □

■

21,300

0.0



(1)比準価格算定内訳

３３３３　　　　試試試試算算算算価価価価格格格格算算算算定定定定内内内内訳訳訳訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

宮若１Ｃ

宮若３１Ｋ

鞍手３１Ｋ

岡垣１Ｃ

岡垣１Ｃ

宮若市

宮若市

鞍手郡鞍手町

遠賀郡岡垣町

遠賀郡岡垣町

更地

更地

建付
地

更地

底地

ほぼ長
方形

長方形

長方形

ほぼ長
方形

ほぼ整
形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2鞍手(県) －5 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

21,300

651

東13 m市道
南4.5 m

角地

（都）
(70,200)

-0.08

0.0 0.0 0.0

+1.0 0.0 0.0

15,789 100.0

99.3

／  101.0 15,523 72.7 21,352 21,400

+1.0 0.0 -28.0

0.0 0.0

100.0

21,300

607

南東18 m県道 準都計
(70,200)

-0.04

0.0 0.0 0.0

-10.0 0.0 0.0

21,121 100.0

99.6

／  90.0 23,374 109.2 21,405 21,400

+6.0 0.0 +3.0

0.0 0.0

100.0

21,300

406

南東6.3 m私道 （都）商業
(80,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

25,105 100.0

100.0

100.0 100.0 25,105 117.0 21,457 21,500

0.0 0.0 +17.0

0.0 0.0

100.0

21,300

555

南西16 m町道
南東4 m

角地

（都）１住居
(70,200)

+0.05

0.0 0.0 0.0

+3.0 0.0 0.0

23,101 100.0

100.5

／  103.0 22,540 105.0 21,467 21,500

+3.0 0.0 +3.0

-1.0 0.0

100.0

21,300

1365

北西22 m国道
南西17 m
北4 m
三方路

（都）
(80,200)

-0.10

0.0 0.0 0.0

+5.0 0.0 0.0

22,656

32,366 100.0

99.5

／  105.0 30,671 143.8 21,329 21,300

+15.0 0.0 +25.0

0.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

基準地を含む近隣地域は、交通利便性に優れる大型店舗に顧客を奪われ商業地としての衰退傾向が著しい。賃貸
収入獲得目的の店舗はなく、賃貸市場が形成されているとは言い難い。従って、当地域での収益還元法の適用は
断念した。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3鞍手(県) －5 1

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地であり、再調達原価の把握ができないため。

□□□ ■



別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基

準

地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等　　

③形状

①範囲　　　　

④敷地の利用の現 ⑤周辺の土地の利用の状
況

⑥接面道路の状況 ⑦供給 ⑧主要な交通施設との

⑨法令上の規制等

(2)

近

隣

地

域

③標準的画地の形状等

④地域的特性　

⑤地域要因の将

(3)最有効使用の判定　

東 ｍ、西 南 北ｍ、 ｍｍ、 ②標準的使用

間口　約 ｍ、 奥行　約 ｍ、 規模 ㎡程度、 形状

特記

事項

街

路

②地積

（㎡） ( )

処理施
設状況

交通

施設

法令

規制

取引事例比較法

収益還元法　　

原価法　　　　

比準価格

収益価格

積算価格

円／㎡

円／㎡

円／㎡

(4)対象基準地
　 の個別的要

①　代表標準地　　標準地

標準地番号

⑦

内

訳

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

　接近の状況　　　　

　来予測

況

(5)鑑定評価の手法
　 因

(8)

公規価

示準格

価と

格し

をた

(9)

指か

定ら

基の

準検

地討

(10)

対年ら

象標の

基準検

準価討

地格

の等

前か

①指定基準地番号

－

公示価格

円／㎡

－

円／㎡

前年指定基準地の価格

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の規準価格

②時点 ③標準化 ⑤個別的 ⑥対象基準地
　修正 　補正 　要因の

　比較 　（円／㎡）

100

][

][

100

④地域要
　因の比
　較　　

][

100

100

][

　の比準価格
⑦

内

訳

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

標

準

化

補

正

　街路

　交通

　環境

　画地

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

地

域

要

因

　街路

　交通

　環境

　行政

その他

①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －

円／㎡

円／㎡　　　公示価格

②変動率 年間 半年間％ ％

③

価 変

格 動

形 状

成 況

要

因

の

一般的

要 因

地 域

要 因

個別的

要 因

工場 中規模工場、倉庫等が建
ち並ぶ工業地域

筑前垣生3.5 ㎞

特になし １０．９ｍ県道 筑前垣生駅南西方3.5 
㎞

鞍手町は人口・世帯数とも微減傾向、土地取引件数は年間１３０～１
６０件程度。なお、町庁舎移転計画が進行中。

鞍手Ｉ・Ｃ北側の開発行為は現在造成中で令和３年３月完成予定、予
定建築物は倉庫・店舗等で、現時点では出店企業等未定とのこと。

変動要因は特にない。

「鞍手工業団地」内の製造・加工等の工場・倉庫が多い工業地区である。交通アクセス等のやや劣る工場地需要
は回復がやや遅れていたが、鞍手Ｉ・Ｃ北側の開発が進んでおり、地価は横這い傾向で推移するものと予測。

年 月 日

年 月 日

更地としての鑑定評価

１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類

円／㎡[　　 　年1月]

鑑定評価額

(１)価格時点

(２)実地調査日

(３)鑑定評価の条件

円

年 月 日

円／㎡

正常価格

１ 基本的事項

(６)

路線価又は倍率

倍率種別

倍
路
線
価

(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

取引事例には昨今の経済状態及び多様化する取引形態により特殊な事情を含むものも認められるが、実態を反映した実
証的価格が得られたものと思料する。よって、本件では比準価格を標準とし、周辺公示地との検討を踏まえ、かつ基準
地が継続地点であること及び単価と総額との関連を考慮し、加えて鞍手Ｉ・Ｃ付近での開発行為の内容や現時点の推移
等をも参考に、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は、鞍手町を含む直鞍地区及び宮若市・中間市・遠賀町等の内陸型の工業地域。需要の中心は大手・地場の
法人事業者であり、最近では、流通業務用地の需要が幹線道路沿い及び周辺を中心に増加し高値取引も散見されるが、
製造業等の工業地においても交通アクセス等優るエリアにおいては、代替・競争等の関係で下落幅は逓減乃至は横這い
傾向にある。取引価格は規模によりまちまちで、需要の中心となる価格帯は見出せない。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

鞍手(県) －9 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

印

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 元

令和 元 7 1

令和 元 8 6

鞍手(県)　9 － 1 福岡県 福岡第３ 不動産鑑定士 中園　二郎

中園不動産鑑定事務所

令和 元 6 28

令和 元 7 9

（その他）

鞍手郡鞍手町大字木月字石堀場２０３７番９ほか１筆 10,684

不整形

2：1  

東10.9 m

県道、

三方路

水道

（都） 工業
(60,200)

(70,200)

70 150 300 30 工場地

100 100 10,000 不整形

（都） 工業

標準的使用と同じ 三方路 +2.0

11,200

／

／

／

平成31

1.1

120,000,000 11,200

□ □■

11,400

中間 9 1

100.0

100.0 104.5

102.0
11,100

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

+2.0

+10.0

-5.0

0.0

□ □

□ □

■
11,200

0.0



(1)比準価格算定内訳

３　試算価格算定内訳

NO ①取引事
　例番号

-

②所在及び地番並びに「住居表示
　」等

③取引時
　点　　

④類 ⑤地積
（㎡）

( )

⑥画地
の形状

⑦接面道路の ⑧主要交通施 ⑨法令上の規

-

-

-

( )

( )

( )

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

( )

ｅ

-

⑩取引価格　
　（円／㎡）

⑪事情補 ⑫時点修
　正　　

⑬建付減
価の補正

⑭標準化
　補正　

⑮推定価格　
　（円／㎡）

⑯地域要
因の比較

100

[ ］

⑰推定標準価
格（円／㎡）

⑱個別的要因の
　比較　　　　

街路　　　

交通・

環境　　　

画地　　　

行政　　　

その他　　

⑲査定価格　
　（円／㎡）

100

[ ］

　正　　

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］100

[ ］ 100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

100

[ ］

NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ア事情
の内容

イ月率
変動率

街路

画地

ウ標準化補正の内訳

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路

画地

交通・接近

行政　　　

環境　

その他

％／月

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

街路 交通・接近 環境　

行政 その他　　

エ地域要因の比較の内訳NO

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

オ比準価格決定の理由 〔比準価格： 円／㎡〕

　型

接近

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

鞍手１Ｃ

宮若１Ｃ

直方０１Ｃ

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

鞍手郡鞍手町

宮若市

直方市

更地

更地

建付
地

更地

建付
地

不整形

不整形

ほぼ長
方形

ほぼ長
方形

ほぼ長
方形

状況 設の状況 制等

( )

( )

( )

( )

( )

正常

正常

正常

正常

正常

宅地-2鞍手(県) －9 1

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

102.0

11,200

1156

北8 m町道 （都）
(60,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

-10.0 0.0 0.0

6,895 100.0

100.0

／  90.0 7,661 70.0 10,944 11,200

0.0 0.0 -30.0

0.0 0.0

102.0

11,200

358

南西5 m未舗装道路 （都）
(60,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

-50.0 0.0 0.0

3,735 100.0

100.0

／  50.0 7,470 67.3 11,100 11,300

-15.0 -12.0 -10.0

0.0 0.0

102.0

11,200

1158

北西8 m県道
東5 m

二方路

（都）
(60,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

+3.0 0.0 0.0

6,054 100.0

100.0

100.0 103.0 5,878 59.4 9,896 10,100

0.0 -1.0 -40.0

0.0 0.0

102.0

11,200

655

北10 m市道 （都）
(60,200)

0.00

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

7,743 100.0

100.0

／  100.0 7,743 72.0 10,754 11,000

0.0 -10.0 -20.0

0.0 0.0

102.0

11,200

11091

南7.4 m市道
西7 m

準角地

（都）
(80,200)

-0.10

0.0 0.0 0.0

-13.3 0.0 0.0

6,752 100.0

98.9

100.0 86.7 7,702 74.5 10,338 10,500

-5.0 -2.0 -20.0

0.0 0.0



(3)収益価格算定内訳

直

接

法

①総収益

（円）

⑧収益価格

②総費用

（円）

③純収益

（円）

④建物に帰属する
　純収益

（円）

⑤土地に帰属する
　純収益

（円）

⑥未収入期間修正
　後の純収益　　

（円）

⑦還元利回り

(r-g)

(    ‐    )

％

(         )

円 （              　円／㎡）

収益還元法が適用
できない場合その
理由　　　　　　

(2)積算価格算定内訳

(2)-1　　原価法が適用できない場合その理由

(2)-2　　造成宅地内等に存し原価法の適用が可能な場合の価格

①造成事例番号

③素地の取得価格

　　　（円／㎡）

100

[ ]

⑪付帯費用　　　

　　　（円／㎡）

100

[ ]

－ ②所在及び地番

④事情補正

⑫標準化補正

⑤時点修正

⑬時点修正

⑥素地の補修正後
　の価格　　　　　　

⑭付帯費用の補修
　正後の価格　　　　

　　  （円／㎡）

⑦造成工事費　　　

⑮有効宅地化率で
　除した価格　　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

⑧標準化補正

⑯地域要因の比
　較　

⑨時点修正

⑰個別的要因の
　比較

⑩造成工事費の補
　修正後の価格　　　

⑱再調達原価　　　

　　　（円／㎡）

　　　（円／㎡）

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

100

[ ]

⑳積算価格 円／㎡⑲熟成度修正 [      ] / 100

内訳

素
地

事情の
内容

月率変動率

％／月

造

成

工

事

費

標準化補正 月率変動率 付

帯

費

用

標準化補正 月率変動率

％／月 ％／月

地域要因の比較 街路 交通・接近   環境 行政 その他

( ％)

　できなかった場

対象基準地を含む近隣地域は工場地で、工場は自用が殆どで、希に賃貸はあるものの特殊事情によるもので賃貸
市場は未成熟であることから、収益価格は試算できなかった。

⑨収益価格が試算

　合その理由

　　  （円／㎡）

(3)-1 収益還元法(直接法)の適用又は収益還元法が適用できない場合の理由

宅地-3鞍手(県) －9 1

(4)-1　開発法の適用　 　する　 　しない

(4)開発法による価格算定内訳

開発法を適用する場合の理由

①収入の現価の総和 ②支出の現価の総和 ③投下資本収益率 ④販売単価（住宅）⑤分譲可能床面積 ⑥建築工事費 ⑦延床面積

（円） （円） （％） （円／㎡） （㎡） （円／㎡） （㎡）

⑧開発法による価格 円 （                    　円／㎡）

以下、開発法適用の場合は、宅地－６　(4)-２へ

以下、収益還元法適用の場合は、宅地－４　(3)-２へ

□

□■

□

□

■ 既成市街地のため

□□□ ■


